
   武雄市保育士等継続支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、保育士、幼稚園教諭又は看護師の資格を有する者（以下「保育士等」

という。）を継続して確保することにより教育・保育施設において保育の質の向上を図る

とともに、多様化する保育ニーズへ対応するため、市内の教育・保育施設に保育士等とし

て新たに就職した者が負担する家賃又は保育料に対して、予算の範囲内で補助金を交付

するものとし、その交付に関しては、武雄市補助金等交付規則（平成１８年規則第４６号）

に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 教育・保育施設 幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所及び病児・

病後児保育施設をいう。 

⑵ 賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供する賃貸住宅（市営住宅、県営住宅、雇用

促進住宅その他の公的賃貸住宅を除く。）で、当該保育士等又はその配偶者が賃貸借契

約を締結したものをいう。 

⑶ 家賃 賃貸住宅の賃借料（共益費、管理費、光熱水費、駐車場使用料その他住居以外

の費用を除く。）の月額をいう。 

⑷ 住宅手当 事業主が保育士等又はその配偶者に対して支給する賃貸住宅に関する手

当の月額をいう。 

⑸ 保育料 教育・保育施設における利用者負担額の月額をいう。 

（補助対象者等） 

第３条 補助金の区分、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）、交付

の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）、交付の対象となる経費（以下「補助

対象経費」という。）、これに対する補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の認定申請） 

第４条 補助金の認定を受けようとする補助対象者（以下「認定申請者」という。）は、武

雄市保育士等継続支援補助金認定申請書（様式第１号。以下「認定申請書」という。）に、

必要な書類を添えて、勤務開始日から起算して６０日以内に市長に提出しなければなら

ない。ただし、補助対象者が認定を受けることのできる補助金は、別表補助金の区分欄に

掲げる補助金のいずれか１つとし、かつ、認定を受けることができる回数は、１回限りと



する。 

２ 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を武雄市保育

士等継続支援補助金認定審査結果通知書（様式第２号）により、認定申請者に通知するも

のとする。 

３ 前項の規定により補助金の認定を受けた認定申請者は、認定申請書の内容を変更しよ

うとするときは、武雄市保育士等継続支援補助金変更承認申請書（様式第３号）に必要な

書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（補助金の交付申請及び実績報告書） 

第５条 前条第２項の規定により補助金の認定を受けた認定申請者で、補助金の交付を受

けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、武雄市保育士等継続支援補助金交付

申請書兼実績報告書（様式第４号）に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の交付申請書兼実績報告書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年

度の末日とする。 

 （補助金の交付決定及び確定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の

可否を決定し、その結果を武雄市保育士等継続支援補助金交付決定及び確定通知書（様

式第５号）により、交付申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定及び確定通知を受けた者が、補助金の交付を

受けようとするときは、武雄市保育士等継続支援補助金交付請求書(様式第６号)を市長

に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第８条 市長は、第６条の規定により補助金の交付決定及び確定通知を受けた者が、虚偽の

申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、

その返還を命ずることができる。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月２８日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

 （武雄市保育士等就職支援補助金交付要綱の一部改正） 



２ 武雄市保育士等就職支援補助金交付要綱（平成３０年告示第１２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第３号イを次のように改める。 

   イ 武雄市保育士等継続支援補助金交付要綱（令和４年告示第８３号） 

  第３条第３号ウを削る。 

（この告示の失効） 

３ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示

に基づき認定した補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。 

別表（第３条関係） 

補助金 

の区分 

目的 補助対象者 補助対象

期間 

補助対象

経費 

補助金の額 

１  家

賃 支

援 補

助金 

賃貸住宅

の家賃に

係る負担

軽減を図

ることを

目的とす

る。 

保育士等で、次に掲げる要

件の全てを満たす者とす

る。 

 ⑴ 令和４年４月１日

以後に市内の教育・保

育施設に保育士等と

して新たに就職し、継

続して２４月以上の

勤務が見込まれる者。

ただし、令和４年度及

び令和５年度に就職

した者にあっては、当

該教育・保育施設に就

職した日前２年以内

に、当該教育・保育施

設又は市内の他の教

育・保育施設での勤務

経験がない者に限る。 

⑵ 当該教育・保育施設

での勤務時間が１日

６時間以上かつ１月

勤務開始

日の属す

る月から

起算して

２４月（

途中で退

職した場

合は、退

職日の属

する月の

前 月 ま

で）とす

る。ただ

し、勤務

した実績

のない月

を除く。 

補助対象

期間の賃

貸住宅の

使用に係

る家賃 

補助対象経

費から住宅

手当を控除

した額に２

分の１を乗

じて得た額

（１，００

０円未満の

端数が生じ

た場合は、

これを切捨

て）とする。

ただし、１

月につき２

万円を限度

とする。 



２０日以上である者 

⑶ 市内の賃貸住宅に

居住している者 

⑷ 市町村民税（同居の

配偶者がいる場合は、

当該配偶者の市町村

民税を含む。）の滞納

がない者 

⑸ 過去に次に掲げる

告示の規定による補

助金の交付を受けて

いない者 

ア 武雄市保育士等

就職支援補助金交

付要綱（平成３０年

告示第１２６号） 

イ 武雄市介護職員

等就職支援補助金

交付要綱（平成３０

年告示第１２７号） 

２  保

育 料

支 援

補 助

金 

３歳に満

たない子

を養育す

る保育士

等 に 対

し、保育

料の負担

軽減を図

ることを

目的とす

る。 

保育士等で、次に掲げる要

件の全てを満たす者とす

る。 

 ⑴ 令和４年４月１日

以後に市内の教育・保

育施設に保育士等と

して新たに就職し、継

続して２４月以上の

勤務が見込まれる者。

ただし、令和４年度及

び令和５年度に就職

した者にあっては、当

補助対象

期間の教

育・保育

施設の利

用に係る

保 育 料

（２人以

上の子を

養育して

いる場合

は、当該

子に係る

補助対象経

費に２分の

１を乗じて

得た額（１，

０００円未

満の端数が

生じた場合

は、これを

切捨て）と

する。ただ

し、１月に

つき５，０



該教育・保育施設に就

職した日前２年以内

に、当該教育・保育施

設又は市内の他の教

育・保育施設での勤務

経験がない者に限る。 

⑵ 当該教育・保育施設

での勤務時間が１日

３時間以上かつ１月

２０日以上である者 

⑶ 認定申請書を提出

する年度の初日にお

いて、３歳に満たない

子を養育し、かつ、当

該子を教育・保育施設

に入所させている者 

⑷ 市町村民税（同居の

配偶者がいる場合は、

当該配偶者の市町村

民税を含む。）の滞納

がない者 

⑸ 過去に次に掲げる

告示の規定による補

助金の交付を受けて

いない者 

ア 武雄市保育士等

就職支援補助金交

付要綱（平成３０年

告示第１２６号） 

イ 武雄市介護職員

等就職支援補助金

交付要綱（平成３０

保育料を

合算した

額とし、

保育料が

減額又は

免除され

ている場

合は、そ

の適用後

の額とす

る。） 

００円を限

度とする。 



年告示第１２７号） 

 

 


